
 

別表第３（第５条関係） 

要件別 確認書類 

共通 

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、個人番号カードのい

ずれか）の写し 

・移住後の住民票の謄本 

・移住元の住民票の除票、戸籍の附票その他の移住元での在住地

及び在住期間を確認できる書類（２人以上の世帯の申請をする場

合は、申請者を含む世帯員全員分） 

・町税等の滞納がないことを証する書類 

（申請者が日本国籍を有しない場合） 

・在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し 

就職に関する

要件に該当す

る場合 

・就業証明書（就職）（別紙１（様式第１号用）） 

起業に関する

要件に該当す

る場合 

・起業支援金の交付決定通知書の写し 

農林漁業に関

する要件に該

当する場合 

（就農準備研修受講の場合） 

・佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、又は新規

就農者育成総合対策（就農準備資金）の交付決定通知の写し 

（就農の場合） 

・青年等就農計画等の承認書の写し、又は新規就農者育成総合対

策（経営開始資金）の交付決定通知書の写し 

（林業の場合） 

・就業証明書（林業・漁業）（別紙２（様式第１号用）） 

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し 

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し 

（漁業の場合） 

・就業証明書（林業・漁業）（別紙２（様式第１号用）） 

・長期研修支援事業（独立型）実施の認定通知の写し 

（研修受講後に申請する場合） 

・農林漁業研修の受講証明書の写し（受講内容、受講地及び受講



 

期間が確認できるもの） 

空家活用に関

する要件に該

当する場合 

・基山町空家等情報登録制度実施要綱（平成28年告示第104号）

の活用を証する書類の写し 

・空家取得の成立を証する書類（契約書、覚書、所有者の変更を

証する書類等）の写し 

伝統工芸等に

関する要件に

該当する場合 

（就業の場合） 

・就業証明書（伝統工芸等）（別紙３（様式第１号用）） 

（開業の場合） 

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の

写し 

・別表第２に掲げる団体等に加入したことを証する書類の写し 

（研修開始後に申請する場合） 

・研修受講及び就業等に関する申告書（伝統工芸等）（別紙４

（様式第１号用）） 

・受講中証明書（伝統工芸等）（別紙５（様式第１号用））又は

伝統工芸等研修の受講中であることを証明する書類の写し 

（研修受講後に申請する場合） 

・伝統工芸等研修の受講証明書の写し（受講内容、受講地及び受

講期間が確認できるもの） 

スポーツ振興

に関する要件

に該当する場

合 

・就業証明書（スポーツ）（別紙６（様式第１号用）） 

 


